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ダンピング対策を追加！

記 者 発 表 資 料

「低入札価格調査制度対象工事（いわゆるダンピング 」が、昨年度の）

１０月末時点と比較すると、約３倍に増加しています。

ダンピングの弊害としては、次のようなものが懸念されます。

①公共工事の品質の確保に支障を及ぼす。

②下請けへのしわ寄せ

③労働条件の悪化

④安全対策の不徹底

今回、開発建設部ダンピング連絡会において、現在、取り組んでいるダ
ンピング対策に加え、更に対策を実施することとしました。

開発建設部の独自の取り組み

○今回の新たな取り組み（Ｈ１８ １１ ６以降、公示する工事から適用 ）. . 。

１．低入札工事における受注者側の技術者増員（別紙１）

２．総合評価方式における１位満点方式（別紙２）

３．鋼橋上部工工事における低入札工事の競争参加資格要件（別紙３）

以上について、試行工事において実施します。
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３名

現場代理人＋監理技術者＋監理技術者と

同等の技術者（開建部独自の取り組み）

＜技術者増員の条件
＞ ・ 2億円以上7.2億円

未満と同様

専任で監理技術者を義務付けられている工事において、低入札で工事を受注した場合は、過去の
工事成績等に関係なく、監理技術者と同等の技術者の増員を行う。

また、予定価格が７．２億円以上の低入札工事については、従来どおり、現場代理人と監理技術者
を兼務できない、かつ、監理技術者と同等の技術者の増員を行う。（技術者３名の現場体制）

Ｈ１７まで Ｈ１８．７．１～１１．５まで

２名

（監理技術者＋監理技術者と同等の技
術者）
＜技術者増員の条件＞
①65点未満の工事成績評定を通知された企

業

②発注者から施工中又は施工後において工
事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償
を請求された企業

③品質管理、安全管理に関し、指名停止又
は総括監督員から書面により警告若しくは注
意喚起を受けた企業

④自らに起因して工期を大幅に遅延させた
企業

7.2億円

2.0億円 2.0億円

65点
未満

70点
未満

65点
未満

（工事成績関係なし）

（予
定
価

格
）

低入札工事における受注者側の技術者増員

２名

（監理技術者＋監理技術者と同等の技術
者）

＜技術者増員の条件
＞ ・左記①～

④と同様

２名

監理技術者＋監理技術者と同等の技術者

＜技術者増員の条件＞
①70点未満の工事成績評定を通知された企業

②～④は左記同様

Ｈ１８．１１．６から

２名

（監理技術者＋監理技術者と同等の技

術者）
＜技術者増員の条件＞ （開建部独自の取組

み） ・ 低入札で受注した場合

３名

現場代理人＋監理技術者＋監理技術者と

同等の技術者（開建部独自の取り組み）

＜技術者増員の条件＞ （開建部独自の取組

み） ・ 低入札で受注した場合

（工事成績）（工事成績）

別紙１



総合評価方式における１位満点方式

【従来の算定方法】 （得点／満点）×評価点

例） 各社の得点 Ａ社：９０点、Ｂ社：４０点 Ｃ社：６０点 満点：１４０点、 評価点：２０点、 標準点：１００点

Ａ社の場合の加算点＝（90点／140点）×20点＝12.9点 技術評価点＝標準点＋加算点＝100＋12.9＝112.9点

Ｂ社の場合の加算点＝（40点／140点）×20点＝ 5.7点 技術評価点＝100＋5.7＝105.7点

Ｃ社の場合の加算点＝（60点／140点）×20点＝ 8.6点 技術評価点＝100＋8.6＝108.6点

【満点方式の算定方法】（得点－最低得点）／（最高得点－最低得点）×評価点

例） 各社の得点 Ａ社：９０点（最高）、Ｂ社：４０点（最低）、Ｃ社：６０点 評価点：２０点、 標準点：１００点

Ａ社の場合の加算点＝（90点－40点）／（90点－40点）×20点＝20点 技術評価点＝標準点＋加算点＝１00＋20＝120点
Ｂ社の場合の加算点＝（40点－40点）／（90点－40点）×20点＝ 0点 技術評価点＝100＋ 0 ＝100点

Ｃ社の場合の加算点＝（60点－40点）／（90点－40点）×20点＝ 8点 技術評価点＝100＋ 8 ＝108点

総合評価方式における「企業の基礎技術力」に関する加算点については、各企業の得
点を従来どおり算出したあと、最高得点の者は加算点を満点とし、最低得点の者は加
算点を０点をする。その他の者については、按分する。

別紙２



鋼橋上部工工事における低入札工事の参加資格要件

開発建設部発注の鋼橋上部工工事において、低入札で受注した工事を施工中の企
業は、その低入札工事が完了するまでの間、鋼橋上部工工事における新たな入札競
争参加を認めない。（政府調達対象工事を発注する場合を除く。）
鋼橋上部工工事以外の工種については、従来どおり、過去の低入札工事の工事成

績によって競争参加資格の可否を決定する。

例 Ａ業者（単年度工事施工中）

開発建設部発注の鋼橋上部工工事の工事をＨ１８．４に低入札で受注し、現在、施工中で工期はH１９．

３．３１までの場合。 （Ｈ１８年度中の鋼橋上部工工事の発注工事においては、Ａ業者の競争参加を認
めない。）

Ｈ１８年度 Ｈ２０年度Ｈ１９年度

例 Ｂ業者（２年国債工事施工中）

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度

開発建設部発注の鋼橋上部工工事の工事をＨ１８．４に低入札で受注し、現在、施工中で工期はH２０．

３．３１までの場合。 （Ｈ１８年度～Ｈ１９年度中の鋼橋上部工工事の発注工事においては、Ｂ業者の競
争参加を認めない。）

別紙３




